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第三者機関による事故調査委員会発足について 

～当社千葉工場の火災事故に関するお知らせ（続報）～ 

 

平成１９年１１月１３日に発生いたしました当社千葉工場感光材第２工場における火災事故

におきまして、亡くなられた当社協力会社の従業員２名の方々、ご遺族の皆様並びに負傷され

た６名の方々におかれましては、改めて心より深くお詫び申し上げます。 

また、近隣住民の皆様をはじめ、株主の方々、お取引先様など多くの皆様にご迷惑、ご心配

をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。 

 当社は、二度とこのような事故を起こさぬよう、全社員一丸となって安全管理を徹底し、再

発防止に取り組み、信頼回復に努める所存であります。  
この度、第三者機関による事故調査委員会が正式に発足いたしましたので下記のとおりご報

告いたします。 

  

記 

 

１．第三者機関による事故調査委員会発足について 

平成１９年１１月１３日事故発生後、当社は、消防、警察と共に原因調査を継続して

おり、現在延焼プロセスの確認を行っております。 

一方で当社は事故原因究明の透明性を図る目的で、第三者機関である特定非営利活動

法人の安全工学会に調査を依頼し事故原因究明を進めておりましたが、この度、正式に

第三者機関主導による事故調査委員会を発足いたしました。 

事故調査委員会には、安全工学会メンバー、反応危険・火災の研究者並びに当社の研

究開発、製造技術分野の専門家を加えた構成となっています。 
事故調査委員会は、現状では、本年５月頃公表を目途に調査を進める予定であります。 
当社は、専門家による適正な原因究明に努め、原因が判明次第、公表してまいります。 
 

２．安全対策の実施について 

千葉工場では、すでに工場の一部再開に際して、従業員からヒアリングを行い、わず

かでも事故要因の可能性のある作業、場所、設備では安全対策を実施しております。 
また、安全総点検として、千葉工場・市川工場・高浜油槽所では、社員に危険と感じ

る場所、作業のヒアリングを行い、その対策を実施してまいります。 
以 上 

 


